
 

 

 

 

令和８年 第２回 

 

 

小樽市農業委員会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小樽市農業委員会 

 



１ 開催日時  令和８年２月２６日（木）午前１０時００分 

 

２ 公示日   令和８年２月１７日（火） 

 

３ 開催場所  小樽市役所本庁別館４階第３委員会室 

 

４ 出席委員 （１３名） 

会 長    １１番 北島  吉治 

     委 員     １番 田口  玲子 

２番 澤田  幸孝 

３番 浜谷  礼子 

４番 吉川  孝一 

５番 木露 正敏 

６番 古里  和夫 

７番 佐々木 晴男 

９番 岩部  利治 

８番 三國  幸一 

 １０番 川畑  正美 

１３番 長多  誠吉 

            １４番 本間  俊一 

５ 欠席委員      

             

 

 

６ 議事日程  

 

＜議案＞  

 

 

＜報告＞  

 議案第１号（振興係）  

・市民農園整備運営計画の変更について 

  

 

＜その他＞  

７ 農業委員会事務局職員 

   事務局長 嶋崎 哲也 

振興係長 樋口 博一    

農地係長 世戸 幹彦    農地係  林 光佑 

 



 

８ 会議の概要 

事 務 局 長  

  

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

（振興係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻となりましたので、ただいまから、令和８年第２回小樽市

農業委員会総会を開会いたします。 

それでは、本会議を進めたいと思います。 

出席委員は１３名中１３名出席しておりますので、総会は成立

していることを御報告いたします。 

それでは、小樽市農業委員会会議規則第９条の規定により以降

の議事の進行は北島会長にお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

議事録署名委員の指名をいたします。 

 小樽市農業委員会会議規則第１０条の規定による議事録署名

委員に５番木露委員、７番佐々木委員を指名いたします。それで

は、「議案第 1 号 市民農園整備運営計画の変更について」を上程

いたします。 

内容について、事務局より説明願います。              

 

本件は、おたる自然の村市民体験農園に係る市民農園整備運営

計画の変更について、承認をお願いするものであります。 

 

当該農園の運営主体である「おたる自然の村市民体験農園協議

会」から、市民農園整備運営計画変更認定申請書の提出がありま

した。 

 

申請内容につきましては、市民農園整備運営計画書の２ページ

目７番資金計画①収支計画に記載の利用料金の改定のみであり、

平成２３年度から現在まで 1区画当たり 4,300円としている利用

料金を、1区画当たり 5,000円に変更しようとするものでありま

す。 

値上げの理由については、お手元の変更理由書にも記載してあ

りますが、昨今の燃料費、資材等の物価上昇、利用区画の減少に

より、現行の料金では、現在のサービス水準を維持することが困

難な状況となっているためであります。 

 

次に、協議会の運営収支についてですが資料１をご覧くださ

い。そのうち市民体験農園を抜粋したものが資料２となってお

り、主な収入については、14番の体験農園入園費〇〇円となって

います。 

支出については、1番の光熱水費〇〇円、17番の農家支払〇〇

円が主な支出となっており、トータル収支が下段に記載のとおり
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事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇円の赤字となっています。 

今回の料金の改定は、協議会を安定的に継続するための最小限

の見直しとなっている旨を協議会事務局から伺っております。 

 

なお、利用可能区画数、利用形態、農園の配置、運営方法等に

ついては、現行の計画から変更はなく、変更点は利用料金のみと

なっております。 

また、本件の利用料金改定については、令和 8年 4月からの適

用を予定しております。 

 

本申請は、市民農園整備運営計画の変更を伴うことから、関係

法令に基づき、農業委員会の承認及び北海道知事の同意を得る必

要があるため、本総会において御審議いただくものであります。 

 

以上となります。 

説明が終わりました。意見・質問のある方は挙手願います。 

特に発言がないようですので、議案第 1号について、提案通り決

定することに賛成の方、挙手願います。 

全員賛成ですので、議案第 1号議案は原案の通り決定いたしまし

た。 

 

以上で、本日の審議事項は終了しました 

その他、委員の皆様から何かありますか？ 

事務局から何かありますか？ 

 

次回の委員会は、３月２４日（火）、場所は、別館４階第３委員

会室を予定しております。詳しくは後日案内させていただきま

す。 

 

以上を持ちまして総会を終了いたします 

 

（午前１０時３０分閉会） 

農業委員会等に関する法律第３３条の規定に

より、この議事録を作成した。 
 


